
山口市上下水道事業管理者　野　村　和　司

発注の概要

入札に参加できる者の資格要件（ここに掲げる要件を全て満たすこと。）

入 札 公 告

同種・類似契約
実 績

平成２７年４月１日から公告日の前日までの間に、農業集落排
水施設又は漁業集落排水施設における汚水処理施設の維持管理
業務を直接受注し、１年以上履行し完了した実績を有するこ
と。

所 在 地

(1)公告日の前日において、浄化槽法第48条の規定に基づく、
業務履行場所（排水処理場の所在地）における浄化槽保守点検
業者登録証（山口県）を有していること。
(2)公告日の前日において、浄化槽法第35条の規定に基づく、
業務履行場所（排水処理場の所在地）における浄化槽清掃業許
可証（山口市）を有していること。

法令上の許可等

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
ただし、契約締結の日から令和８年３月３１日までの間は履行
準備期間とする。

履 行 場 所

件 名 名田島地区農業集落排水処理施設維持管理業務

事後公表とする。

事後公表とする。

適用しない。

入札書比較価格

予 定 価 格

種 別 物品・業務委託等

業 務 概 要

名田島地区農業集落排水処理施設の維持管理
（排水処理場（処理場内真空ステーション含む）１箇所 向山
真空ステーション１箇所 マンホールポンプ８箇所 真空弁ユ
ニット１８１箇所）

総 合 評 価
落 札 方 式

令和8年2月19日

山口市　名田島　地内

履 行 期 間

　入札者は、山口市上下水道事業競争入札参加者心得（以下「参加者心得」とい
う。）及び入札条件を熟読の上、入札すること。

　次の契約に係る条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに当該入札の場
所及び日時その他入札について必要な事項を地方自治法施行令（昭和２２年政令第１
６号）第１６７条の６第１項の規定により、次のとおり公告する。

公告日の前日において、物品・業務委託等に係る契約の競争入
札参加資格及び登録を定めた告示(令和6年12月3日山口市告示
第175号)に規定する入札参加資格を、次の営業種目について有
していること。

競 争 入 札 参 加
資 格 登 録

「53業務委託（建物等の保守管理・運営）」のうち「01浄化槽
の清掃・保守」

公告日の前日において、市内業者(本店を山口市内に有する者
をいい、競争入札参加資格登録の区分が「市内」である者に限
る。)であること。

登 録 営 業 種 目
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契約に関する事項

入札参加資格の確認

入札の方法等

入 札 会 場

代理人による入札の場合は、委任状

山口市上下水道局宮島庁舎３階第３会議室（山口市宮島町７番
１号）

再 度 入 札

入 札 日 時

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定
に該当する者でないこと。

(2)公告日から入札日(郵便入札の場合は、開札日)までの間の
いずれの日においても、山口市入札参加資格者に係る指名停止
等措置要領及び山口市上下水道事業入札参加資格者に係る指名
停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。

(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の
申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手
続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再
生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係が
ないこと。

そ の 他

会場入札入 札 方 法

令和８年３月１０日（火）午前１０時

免除

技 術 者 配 置

有（２回）

浄化槽法第10条第2項の規定に基づく、浄化槽技術管理者の資
格を有する者を本業務の業務責任者として配置すること。ただ
し、他の集落排水処理施設維持管理業務の業務責任者との兼務
は不可とする。

契 約 保 証 金

電子契約の可否
この契約の締結は、受注者の希望により電子契約の方法による
ことができる。希望する場合の手続は、入札条件に定める。

提 出 書 類
（ 入 札 会 場 に
お い て 提 出
す る も の ）

予定価格の制限の範囲内の有効な入札がなかった場合、かつ、
再度入札の対象者がある場合は、再度入札を行う。初回の入札
及び再度入札を合わせた入札回数は、３回までとする。

前 払 金

部 分 払

確 認 方 法
入札日当日、入札開始前に行う(参加者心得第4条の規定にかか
わらず、入札参加資格確認申請書の提出は不要)。

無

免除入 札 保 証 金
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設計図書類等の閲覧方法

質問書の受付及び回答の方法

入札の中止、無効及び失格入札等

入札条件、契約条項等

その他必要な事項

令和８年３月４日（水） 午後５時まで

山口市上下水道局　下水道施設課（詳細下記）

窓口配布

提 出 先

閲 覧 方 法

設計図書類等に関して質問があるときは、内容質問書(参加者
心得様式第２号)を電子メール又は持参により提出すること(電
子メールの場合、送信後に必ず電話連絡を行うこと。)。

本入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期
継続契約であるため、令和８年度の山口市農業集落排水事業会計予算が可決されな
かった場合、又は当該契約に係る支出予算に減額又は削減があったときは、本調達手
続を取り消し、契約を行わない。

現場説明は、実施しない。

入札関係書類は、設計図書類等において指定した様式を使用すること。
様式の指定がなく、ウェブサイト掲載様式を使用する場合は、宛名が「山口市長」と
あるものは、「山口市上下水道事業管理者」とすること。

申請書及び資料の作成並びに申込みに係る費用は、提出者の負担とする。

入札条件は、参加者心得及び別添の設計図書類等に示すところによる。また、契約書
約款、入札に関する要綱等については、山口市公式ウェブサイト又は下記の入札執行
課の窓口で閲覧できる。

配 布 期 間
及 び 場 所

(1) 期間
  公告日から令和８年３月９日（月）まで
 （土曜日、日曜日及び２月２３日を除く。）
  午前８時３０分から午後５時１５分まで
(2) 場所
　山口市上下水道局下水道施設課（詳細下記）
※配布対象は「入札に参加できる者の資格要件」を満たす者の
みであり、事業担当課に電話連絡の上で来庁すること。

(1)参加者心得第13条の規定に該当する入札は中止とし、参加者心得第11条の規定に該
当する入札は無効とし、参加者心得第12条の規定に該当する入札者は失格とするほ
か、入札条件に定めるところによる。
(2)この入札においては、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度のいずれの適用も
しない。

回 答 方 法
回答は、内容質問の受理後、令和８年３月６日(金)午後５時ま
でに、速やかに山口市公式ウェブサイトに掲載する。

内 容 質 問 書

提 出 期 限

入札結果は、入札日（郵便入札にあっては、開札日）の午後４時までに、山口市公式
ウェブサイトに掲載する。
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連絡先等

〒７５３－０８５１　山口市黒川８番地

山口市上下水道局　下水道施設課

電子メール　nyukan@city.yamaguchi.lg.jp

電子メール　g-sisetu@city.yamaguchi.lg.jp

電話番号　０８３－９２５－８４６９

〒７５３－００４３　山口市宮島町７番１号

山口市上下水道局　上下水道総務課　入札監理室

電話番号　０８３－９３３－６６６３
入札執行課

事業担当課
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